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平成30年第３回東浦町議会定例会議案等概要 

        （予算関係議案を除く。） 

第１ 同  意 

   教育長の任命について（同意第２号） 

   次の者を平成30年10月１日から教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

   恒 川
つねかわ

 渉
わたる

          

    東浦町大字緒川 昭和26年生 

 

 

第２ 報  告（その他） 

   平成29年度東浦町健全化判断比率及び資金不足比率について（報告第９号） 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により健全化判断比

率を、同法第22条第１項の規定により資金不足比率を、それぞれ監査委員の意見を付

けて議会に報告する。 

 

  

（１）健全化判断比率（単位：％） 

指標名 比率 早期健全化基準 財政再生基準 

実 質 赤 字 比 率 －（△6.10） 13.41 20.00 

連結実質赤字比率 －（△24.05） 18.41 30.00 

実質公債費比率 1.4 25.0 35.0 

将 来 負 担 比 率 －（△23.7） 350.0  

  注 （ ）内に参考としてその値を併記しています。 

 

 

（２）資金不足比率（単位：％） 

会計名 比率 経営健全化基準 

東浦町水道事業会計 － 
20.0 

東浦町下水道事業特別会計 － 

注 比率の「－」は、資金不足額がなく資金剰余額がある場合 
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第３ 議  案：条例（制定） 

   東浦町公共施設等整備基金条例の制定について（議案第27号） 

   公共施設等の整備に必要な財源を確保するため、東浦町公共施設等整備基金を設置

する。 

   施行日：公布の日 

 

 

第４ 議  案：条例（一部改正） 

 １ 東浦町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について

（議案第28号） 

   教育長の給料月額を改める。 

   施行日：平成30年10月１日 

 

    610,000円 → 640,000円 

 

 

 

 

 ２ 東浦町税条例等の一部改正について（議案第29号） 

地方税法等の一部改正（公布：平成30年３月31日 施行：平成30年10月１日等）に

伴い、所要の規定を整備する。 

   施行日：平成30年10月１日等 

 

（１）町民税 

ア 所得割が非課税となる障害者、未成年者、寡婦及び寡夫の限度額を10万円引き

上げる。 

 

イ 均等割が非課税となる限度額を10万円引き上げる。 

 

 

ウ 所得割が非課税となる限度額を10万円引き上げる。 

 

 

エ 基礎控除に所得要件を設ける。 
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（２）たばこ税 

  ア 税率を段階的に引き上げる（現行：5,262円（1,000本当たり））。 

期   間 税率（1,000本当たり） 

平成 30年 10月１日～平成 32年９月 30日 5,692円 

平成 32年 10月１日～平成 33年９月 30日 6,122円 

平成 33年 10月１日～ 6,552円 

 

  イ 加熱式たばこの課税方式について、加熱式たばこの課税区分を新設し、重量だ

けではなく、価格も反映させたものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 東浦町都市計画税条例の一部改正について（議案第30号） 

地方税法の一部改正（公布：平成30年３月31日 施行：平成30年４月１日等）に伴

い、引用する法律の条項を整理する等 

   施行日：平成31年４月１日等 
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第５ 議  案：財産の買入れ 

財産の買入れについて（児童生徒用机等の購入）（議案第34号）  

物 品 名 児童生徒用机、椅子及び下駄箱 

納 入 場 所 

東浦町立藤江小学校、生路小学校、片葩小学校、石浜西小学校、

緒川小学校、卯ノ里小学校、森岡小学校、東浦中学校及び北部

中学校 

契 約 金 額 35,964,000円 

契約の相手方 

知多郡武豊町字長尾山 74番地 

株式会社中本屋 

代表取締役 榊原 日出政 

契 約 の 方 法 一般競争入札 

 

 

 

 

第６ 議  案：町道路線 

 １ 町道路線の認定について（議案第 35号） 

   次のとおり町道路線を認定する。 

整理番号 路 線 名 

起   点  （ 地 先 ） 

重要な経過地 

終   点  （ 地 先 ） 

１３０８ 森岡 308号線 

東浦町大字森岡字新池下 34 番１ 

 

東浦町大字森岡字新池下 31 番 10 
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 ２ 町道路線の変更について（議案第 36号） 

   次のとおり町道路線を変更する。 

整理番号 

旧 

新 

別 

路 線 名 

起 点  （ 地 先 ）  

重要な経過地 
終 点  （ 地 先 ）  

２２８７ 

旧 

緒川 287号線 

東浦町大字緒川字鰻池 39番４ 

 
東浦町大字緒川字葭狭間 32番２ 

新 
東浦町大字緒川字鰻池 39番４ 

東浦町大字緒川字葭狭間３番３ 

 

 

 

 

 

 

 


